
中区連合町内会長連絡協議会規約 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、中区連合町内会長連絡協議会（以下「会」という。）と称し、事務所を中区役所

総務部地域振興課内に置く。 

（目  的） 

第２条 会は、区内の連合町内会相互並びに関係機関との連絡を密にし、地域社会の振興を図るこ

とを目的とする。 

（事  業） 

第３条 前条に規定する目的達成のため、次の事業を行う。 

（１）地域社会振興事業活動の情報を相互に交換すること。 

（２）地域社会振興活動の効果的運営について、協議すること。 

（３）その他必要事項。 

（構  成） 

第４条 会は、中区内の各地区連合町内会長をもって構成する。 

（役  員） 

第５条 会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 ３名 

（３）監 事 ２名 

２ 役員は、すべての構成員の互選による。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、会を代表し会の事務を掌握する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 監事は、会の事業及び経理を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とする。（毎年５月１日～翌々年４月末日までとする。）ただし再選を

妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任が決定するまでは前任者がその任を担当する。 

３ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（顧  問） 

第８条 会に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、中区長をもってこれにあてる。 

（会  議） 

第９条 この会の会議は、月１回及び会長が必要と認めた場合に開催し、会長が招集しその議長と

なる。 

 (専門委員会) 

第10条 本会の事業を企画・実施するために専門委員会を設置することができる。 

２ 専門委員会は、別表のとおりとする。 

３ 委員は会長が委嘱する。  

（経  費） 

第11条 この会の経費は、会費その他をもってこれにあてる。 

 



 

（会計年度） 

第12条 会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（委  任） 

第13条 この規約に定められた以外の必要な事項は、会の議決によりこれを決定する。 

付  則 

この規約は、昭和３８年６月１８日から施行する。 

この規約は、昭和５１年６月１日から改正施行する。 

この規約は、昭和５４年５月１９日から改正施行する。 

この規約は、平成１３年５月１８日から改正施行する。 

この規約は、平成１４年５月２０日から改正施行する。 

この規約は、平成１６年５月１９日から改正施行する。 

この規約は、平成１７年４月１日から改正施行する。 

別表 

委 員 会 名 

企画委員会 

危機管理委員会 

 

 

 


